
様式第二号の九（第八条の四の六関係） (第1面)

広島県知事 様

提出者

住所

氏名 大東建託株式会社　広島　支店

　　　　　　　　　支店長　赤井慎弥

電話番号

産業廃棄物処理計画における目標値

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和7年　6月　16日

広島県広島市西区中広町3丁目3-23

082-295-5528

 事　業　場　の　名　称 大東建託株式会社　広島　支店

 事 業 場 の 所 在 地 広島県広島市西区中広町3丁目3-23

事業の種類 D06総合工事業

産業廃棄物処理計画における
計画期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日

別紙４のとおり
項目 目標値 項目 目標値

排出量 4,083.63 全処理委託量 4,083.63

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

0
優良認定処理業者への

処理委託量
1,002.67

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

0
再生利用業者への

処理委託量
1,724.39

自ら中間処理により減量
する産業廃棄物の量

0
認定熱回収業者への

処理委託量
0

自ら埋立処分又は
海洋投棄処分を行う

産業廃棄物の量
0

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への

処理委託量
0

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和7年度の産業廃棄物処理計画の実施
状況を報告します。



② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

計画の実施状況 （産業廃棄物の種類：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） )

有償物量

不要物等発生量

自ら直接再生利用した量
自ら中間処理した後再生利用

した量

排出量
自ら直接埋立処分又は海洋投
入処分した量

0

項目 実績値 自ら中間処理した量 自ら中間処理した後の残さ量

①排出量 0

②＋⑧自ら再生利用を行った量 0

⑤自ら熱回収を行った量 0 ④のうち熱回収を行った量 自ら中間処理により減量した量

⑦自ら中間処理により減量した量 0

③＋⑨ 自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った
量

0

⑩全処理委託量 0

⑪優良認定処理業者への処理委託量 0

⑫再生利用業者への処理委託量 0

⑬熱回収認定業者への処理委託量 0

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への
処理委託量

0

（
第

２
面

）

別紙３のとおり



(第3面)
備考
　１　翌年度の6月30日までに提出すること。

　２　「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

　３　「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記
　　載した目標値を記入すること。

　４　第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)
　　に掲げる量を記入すること。
　　(1) ①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量
　　(2) ②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量
　　(3) ③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量
　　(4) ④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量
　　(5) ⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量
　　(6) ⑥欄　自ら中間処理をした後の量　
　　(7) ⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量
　　(8) ⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量
　　(9) ⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量
　　(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量
　　(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
　　　　第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量
　　(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量
　　(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律
　　　　第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量
　　(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への
　　　　焼却処理委託量

　５　第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を
　　記入すること。

　６　産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業
　　廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

　７　※欄は記入しないこと。



別紙３-その１（廃棄物処理法-産業廃棄物処理計画実施状況報告書） 別紙３－その２ 単位：トン／年

　 （　　　　　　　年度実績） 単位：トン／年

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ① ②＋⑧ ⑤ ⑦ ③＋⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
排出量 自ら直接再生

利用した量
自ら直接埋立
処分又は海洋
投入処分した

量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回
収を行った量

自ら中間処理
した後の残さ

量

自ら中間処理
により減量し

た量

自ら中間処理
した後、再生
利用した量

自ら中間処理
した後、自ら埋
立処分又は海
洋投入処分し

た量

直接及び自ら
中間処理した
後の処理委託

量

⑩のうち優良
認定処理業者
への処理委託

量

⑩のうち再生
利用業者への
処理委託量

⑩のうち熱回
収認定業者へ
の処理委託量

⑩のうち熱回
収認定業者以
外の熱回収を
行う業者への
処理委託量

排出量 自ら再生利用
を行った量

自ら熱回収を
行った量

自ら中間処理
により減量し

た量

自ら埋立処分
又は海洋投
入処分を行っ

た量

全処理委託
量

優良認定処
理業者への
処理委託量

再生利用業
者への処理

委託量

熱回収認定
業者への処
理委託量

熱回収認定
業者以外の
熱回収を行う
業者への処
理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

360 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360 0 0 0 0 360 0 0 0 0 

87 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87 0 0 0 0 87 0 0 0 0 

748 0 0 0 0 0 0 0 0 748 748 0 0 0 0 748 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 0 0 0 0 52 0 0 0 0 

684 0 0 0 0 0 0 0 0 684 684 0 0 0 0 684 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

521 0 0 0 0 0 0 0 0 521 521 0 0 0 0 521 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

332 0 0 0 0 0 0 0 0 332 332 0 0 0 0 332 0 0 0 0 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 0 0 0 0 140 0 0 0 0 

1659 0 0 0 0 0 0 0 0 1659 1659 0 0 0 0 1659 0 0 0 0 

46 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 46 0 0 0 0 

129 0 0 0 0 0 0 0 0 129 129 0 0 0 0 129 0 0 0 0 

4757 0 0 0 0 0 0 0 0 4757 0 0 0 0 4757 0 0 0 0 4757 0 0 0 0 

実　　　績　　　値

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

動物系固形不要物

ゴムくず

金属くず

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

鉱さい

がれき類

動物のふん尿

動物の死体

アスファルト・コンクリート破片

石膏ボード

コンクリート破片

【石綿含有】ガラスくず・コンクリートくず及び陶
磁器くず

【石綿含有】がれき類

合計

産業廃棄物の種類



別紙４（廃棄物処理法-産業廃棄物処理計画実施状況報告書）

（令和6年度実績）
単位：トン／年

目標値 実績値

排出量

4,083.00

①排出量

4,757.26

自ら再生利用を行う産業廃棄物の
量

0.00
自ら熱回収を行う産業廃棄物の量

0

⑤自ら熱回収を行った量

自ら中間処理により減量する産業
廃棄物の量

0

⑦自ら中間処理により減量した量

自ら埋立処分又は海洋投入処分を
行う産業廃棄物の量

0

③自ら埋立処分又は海洋投入処分
した量

全処理委託量

4,83.63

⑩全処理委託量

4757.257

優良認定処理業者への処理委託
量

1,002.67

⑪優良認定処理業者への処理委
託量

再生利用業者への処理委託量

1,724.39

⑫再生利用業者への処理委託量

熱回収認定業者への処理委託量

0

⑬熱回収認定業者への処理委託
量

熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量



様式第二号の八（第八条の四の五関係） (第1面)

広島県知事 様

提出者

住所

氏名

　　　　　　　　　　　　　　　支店長　赤井慎弥

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 別紙１、２のとおり

産業廃棄物処理計画書

令和7年　6月　16日

広島県広島市西区中広町3丁目3-23

大東建託株式会社　広島　支店　

082-295-5528

 事　業　場　の　名　称 大東建託株式会社　広島　支店

 事 業 場 の 所 在 地 広島県広島市西区中広町3丁目3-23

 計　　画　　期　　間 零話7年4月1日から令和8年3月31日

①事　業　の　種　類 D06　総合工事業

②事　業　の　規　模 12,982 百万円（前年度完工高）

③従　 業　 員 　数 78人

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

汚泥　　　→ 脱水・調質改良 → 改良土として再生利用又は埋立　　　
がれき類　→ 破砕 → 再生砕石として再生利用
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ → 破砕､圧縮梱包 → 原料、燃料として再生利用
　　　　　→ 埋立
金属くず　→ 切断、破砕　→　原料として再利用
紙くず　　→ 圧縮梱包 → 製紙原料等として再生利用
木くず　　→ 破砕 → ﾁｯﾌﾟ・燃料等として再生利用
ｶﾞﾗｽくず､ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず　→　破砕　→　再利用または埋立

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。



(第2面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 別紙１、２のとおり

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 別紙１、２のとおり

【前年度（令和5年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項 別紙１、２のとおり

産 業 廃 棄 物 の 種 類

排　　  　出　　  　量

（これまでに実施した取組）
・電子マニフェストの導入。
・古紙のゼロエミッションの取り組み。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・協力業者へ分別の指導・教育を実施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・解体現場に於ける金属くずの産廃処理量を削減する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・広域認定での再資源化促進。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・端材の有効利用による処分量削減。

産 業 廃 棄 物 の 種 類

排      出      量

 （今後実施する予定の取組）
・古紙のゼロエミッションの取り組み。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・協力業者へ分別の指導・教育を実施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・解体現場に於ける金属くずの産廃処理量を削減する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・広域認定での再資源化促進。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・端材の有効利用による処分量削減。
・工場生産によるパネル化で現場加工を削減。

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

 （分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
・木くず、紙くず、廃プラスチック、石膏ボード、金属くずの分別を各現場にて実施。
・分別推進看板の現場掲示。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・現場での作業員への直接指導。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
・木くず、紙くず、廃プラスチック、石膏ボード、金属くずの分別を各現場にて実
施。
・分別推進看板の現場掲示。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・現場での作業員への直接指導。　　　
・狭小現場での分別の仕組をつくる。

①現状

②計画

①現状

②計画



(第3面)

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 別紙１、２のとおり

【前年度（令和5年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 別紙１、２のとおり

【前年度（　　　年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組）

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自ら再生利用を行った
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した
産業廃棄物の量

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

①現状

②計画

①現状

②計画



(第4面)

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 別紙１、２のとおり

【前年度（　　　年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 別紙１、２のとおり

【前年度（　　　年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産業廃棄物の量

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者への
処理委託量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

①現状

②計画

①現状



(第5面)

【目標】 別紙１、２のとおり

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への処
理委託量

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者への
処理委託量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

※事務処理欄

②計画



(第6面)
備考
　１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

　２　当該年度の６月30日までに提出すること。

　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する　　
　　こと。

　　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における
　　　元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業
　　　種に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了する
　　　までの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入する
　　　こと。

　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自　　
　　ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、
　　自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入
　　すること。

　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委
　　託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する
　　法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量
　　、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定
　　を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を
　　行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入するこ
　　と。

　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙
　　のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業
　　廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、
　　当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき
　　事項がないときは、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。



別紙１（廃棄物処理法-産業廃棄物処理計画書）
　　現状：前年度（令和6年度）実績量
　　計画：今年度（令和7年度）計画量 単位：トン／年

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

359.8 369.684 0 0 0 0 0 0 0 0 359.8 369.684 0 0 0 0 0 0 0 0

86.64 89.02 0 0 0 0 0 0 0 0 86.64 89.02 0 0 0 0 0 0 0 0

748.22 768.773 0 0 0 0 0 0 0 0 748.22 768.773 0 0 0 0 0 0 0 0

0.36 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51.835 53.259 0 0 0 0 0 0 0 0 51.835 53.259 0 0 0 0 0 0 0 0

684.34 703.139 0 0 0 0 0 0 0 0 684.34 703.139 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

520.728 535.032 0 0 0 0 0 0 0 0 520.728 535.032 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

331.668 340.779 0 0 0 0 0 0 0 0 331.668 340.779 0 0 0 0 0 0 0 0

140.16 144.01 0 0 0 0 0 0 0 0 140.16 144.01 0 0 0 0 0 0 0 0

1,658.74 1,704.30 0 0 0 0 0 0 0 0 1658.736 1704.301 0 0 0 0 0 0 0 0

46 47.264 0 0 0 0 0 0 0 0 46 47.264 0 0 0 0 0 0 0 0

128.77 132.307 0 0 0 0 0 0 0 0 128.77 132.307 0 0 0 0 0 0 0 0

4757.257 4887.938 0 0 0 0 0 0 0 0 4757.257 4887.938 0 0 0 0 0 0 0 0

排出抑制に関する事
項

自ら行う再生利用に関
する事項

自ら行う中間処理に関する事項
自ら行う埋立処分等に

関する事項
処理委託に関する事項

排出量

(前年度実績値の①)

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量
(前年度実績値の②+

⑧)

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量
(前年度実績値の⑤)

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の

量
(前年度実績値の⑦)

自ら埋立処分又は海
洋投入処分を行う産業

廃棄物の量
(前年度実績値の③+

⑨)

全処理委託量

(前年度実績値の⑩)

優良認定処理業者へ
の

処理委託量
(前年度実績値の⑪)

再生利用業者への
処理委託量

(前年度実績値の⑫)

認定熱回収業者への
処理委託量

(前年度実績値の⑬)

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者へ
の処理委託量

(前年度実績値の⑭)

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

動物系固形不要物

ゴムくず

金属くず

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

鉱さい

がれき類

動物のふん尿

動物の死体

アスファルト・コンクリート破片

石膏ボード

コンクリート破片

【石綿含有】ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

【石綿含有】がれき類

合計

産業廃棄物の種類



別紙２（廃棄物処理法-産業廃棄物処理計画書）

１　当該事業場において行っている事業に関する事項

①事業の種類 D06　総合工事業

②事業の規模 12,982 百万円（前年度完工高）

③従業員数 78人

④産業廃棄物の
　一連の処理の工程

汚泥　　　→ 脱水・調質改良 → 改良土として再生利用又は埋立　
がれき類　→ 破砕 → 再生砕石として再生利用
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ → 破砕､圧縮梱包 → 原料、燃料として再生利用
　　　　　→ 埋立
金属くず　→ 切断、破砕　→　原料として再利用
紙くず　　→ 圧縮梱包 → 製紙原料等として再生利用
木くず　　→ 破砕 → ﾁｯﾌﾟ・燃料等として再生利用
ｶﾞﾗｽくず､ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず　→　破砕　→　再利用または埋立

２　産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項（管理体制図等、別紙を参照）

３　産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

（これまでに実施した取組）
・電子マニフェストの導入。
・古紙のゼロエミッションの取り組み。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・協力業者へ分別の指導・教育を実施。　　　　　　　　　　
・解体現場に於ける金属くずの産廃処理量を削減する。　
・広域認定での再資源化促進。　　　　
  ・端材の有効利用による処分量削減。

②計画

（今後実施する予定の取組）                                               
   ・古紙のゼロエミッションの取り組み。
   ・協力業者へ分別の指導・教育を実施。
   ・解体現場に於ける金属くずの産廃処理量を削減する。　　
   ・広域認定での再資源化促進。　　　　　　
   ・端材の有効利用による処分量削減。
・工場生産によるパネル化で現場加工を削減。

４　産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）     
・木くず、紙くず、廃プラスチック、石膏ボード、金属くずの分別を各現場にて実施。
・分別推進看板の現場掲示。　
 ・現場での作業員への直接指導。

②計画

（今後、分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）   
・木くず、紙くず、廃プラスチック、石膏ボード、金属くずの分別を各現場にて実施。
・分別推進看板の現場掲示。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・現場での作業員への直接指導。　　　
・狭小現場での分別の仕組をつくる。

５　自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

（これまでに実施した取組）

②計画

（今後実施する予定の取組）



６　自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

（これまでに実施した取組）

②計画

（今後実施する予定の取組）

７　自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

（これまでに実施した取組）

②計画

（今後実施する予定の取組）

８　産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

（これまでに実施した取組）

②計画

（今後実施する予定の取組）



１　事業場における事業の概要

　　

２　事業場における産業廃棄物処理の概要

（日本工業規格Ａ列４番）

３　産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る管理体制に関する事項
　(1)　産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る経営上の方針

　(2)　産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る総括的な責任を担う組織の設置及び取組の状況
　　①　総括的な責任を担う組織（以下「総括的組織」という。）の名称

　　②　総括的組織が取り組んでいる事項
ア　社内における産業廃棄物の管理体制

■ 経営者層を含めた、産業廃棄物の減量及び適正処理に関する委員会等を設置している。
■

■
□

■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に関する手順書を策定している。
＜策定している手順書に含まれている内容＞

■ 適正な処理委託契約を行うための手順
■ 適正な分別や保管の手順
■

□ 処理施設を設置している場合、施設での適正な処理を行うための手順
□ その他　（ ）

■ 事故発生時の連絡対応の体制を構築している。
■ 産業廃棄物の適正処理に係る内部監査の実施体制を構築している。
■

■

□
□ その他　（ ）

イ　産業廃棄物の減量及び適正処理に関する社内のコミュニケーション
■
■
■

＜把握している内容＞
■ 紙マニフェストの交付状況及び電子マニフェストの登録状況
■ 処理業者からの紙マニフェスト（写）の送付状況
■ マニフェスト等の確認による、各事業場の委託処理の履行状況

（日本工業規格Ａ列４番）

産業廃棄物適正処理報告書

ホームページURL "http://www.kentaku.co.jp/
資本金又は資本金 29,060 百万円

全社員数 8,172名　（2024年3月末現在） 名

063支店社員数 部長 名

063支店完工高 29 百万円

063支店事業展望 賃貸住宅の分野でのシェア拡大

記入者所属 大東建託株式会社　063支店　工事課　

記入者 　坂本　友広　赤井　慎弥 電話番号 広島県広島市西区中広町３丁目３－２３

産業廃棄物
※1

の分別品目と処理の方法

分別品目 処理の方法

コンクリートがら 発生現場から分別作業を経て中間処理（破砕）へ排出し、再生利用を行っている。

アスファルトがら 発生現場から分別作業を経て中間処理（破砕）へ排出し、道路材等に再生利用を行っている。

がれき類  発生現場から分別作業を経て中間処理（破砕）へ排出し再生利用を行っている。

ガラス･陶磁器くず 埋立前に展開作業を行い埋立不可能物、再生利用物、有価物とに分け、再生利用及び埋立処分を行っている。

廃プラスチック類 埋立前に展開作業を行い埋立不可能物、再生利用物、有価物とに分け、再生利用及び埋立処分を行っている。

金属くず 埋立前に展開作業を行い埋立不可能物、再生利用物、有価物とに分け、再生利用及び埋立処分を行っている。

建設汚泥 脱水による中間処理後埋立処分されている。

紙くず 中間処理（破砕）後、再生古紙化し有償譲渡・再生利用を行っている。

木くず  新築工事・解体工事共に中間処理（破砕）へ排出し、チップ及びオガ粉化し有償譲渡・サーマル再生利用を行っている。

繊維くず 中間処理施設にて選別破砕処理後、再中間処理施設にて焼却処理、管理型埋立処理を行っている。

廃石膏ボード
新築工事・解体工事共に中間処理（破砕）へ搬出し、紙及び廃石膏に分ける。紙は、畜舎の敷材。廃石膏は、処分会社の処
分場の覆土材として再生利用を行っている。広域再生利用も促進。

混合  混合廃棄物廃棄物は、埋立前に展開作業を行い埋立不可能物、再生利用物、有価物とに分け、埋立処分を行っている。

大東建託株式会社　安全品質管理部　環境指導課

産業廃棄物処理の履行状況の確認に電子マニフェスト
※３

を導入している。

事業者自らが産業廃棄物の処理を行う施設を管理運営するための体制を構築している。

各事業場の産業廃棄物の排出状況、分別状況、保管状況、処理実績を把握している。
各事業場の産業廃棄物の処理に関する委託契約の締結状況を把握している。

産業廃棄物の減量及び適正な処理を図るために063支店で講じている取組について、次のとおり報告します。

063支店事業内容
①アパート、マンション、貸店舗、貸工場、貸倉庫、及び貸事務所等の建設業務
②入居者斡旋等の不動産仲介業務、及び建物管理、並びに賃貸借契約管理等の不動産管理業務

産業廃棄物処理
※２

の委託先の選定・契約に関与する組織の間で、産業廃棄物処理について必要な情報を共有している。

産業廃棄物処理の履行状況の確認にＧＰＳやＩＣタグ等のＩＴを活用した産業廃棄物の追跡システムを導入している。

紙マニフェスト
※４

及び電子マニフェスト（以下「マニフェスト等」という。）の運用を適正に行うための手順

産業廃棄物の減量及び適正処理に関する情報を外部発信するための体制を構築している。

下請事業者等の関連事業者を含めた、減量及び適正処理確保のための体制を構築している。

各事業場から排出される産業廃棄物の委託処理に関するマニフェスト等の運用状況を把握している。

別紙：１，２による。



■ 竣工後の紙マニフェスト（写）の保存状況
■ その他　（ ）

■ 各事業場の産業廃棄物の委託処理に関する料金の支払状況を把握している。
■ 従業者の教育訓練を実施している。
■
■ 産業廃棄物の適正処理に係る監査の指摘事項に関する改善を指示している。
□ その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　(3)　産業廃棄物管理責任者の役職及び役割
　　①　産業廃棄物管理責任者の役職名

　　②　産業廃棄物管理責任者が取り組んでいる事項
■ 事業場の産業廃棄物排出状況・処理状況の実績を把握している。
■ 事業場の産業廃棄物処理に関する委託契約の締結状況を把握している。
■

＜把握している内容＞
■ 紙マニフェストの交付状況及び電子マニフェストの登録状況
■ 処理業者からの紙マニフェスト（写）の送付状況
■ マニフェスト等の確認による、委託処理の履行状況
■ 紙マニフェスト（写）の保存状況
□ その他　（ ）

■ 事業場の産業廃棄物の委託処理に関する料金の支払状況を把握している。
■ 事業場の産業廃棄物の減量及び適正処理に関する手順書を策定している。

＜策定している手順書に含まれている内容＞
■ 適正な処理委託契約を行うための手順
■ 適正な分別や保管の手順
■ マニフェスト等の運用を適正に行うための手順
□ 自ら処理を行うための施設を設置している場合、施設での適正な処理の手順
□ その他　（ ）

■ 事業場の従業者の教育訓練を実施している。
■
■ 産業廃棄物の適正処理に係る監査の指摘事項に関する改善を指示している。
□ その他　（ ）

　(4)　従業者の教育訓練の実施状況
　　①　全従業者を対象とした研修の内容

■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に関する経営上の方針について
■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に関する計画や目標について
■ 産業廃棄物の適正な分別、保管の徹底について
■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に関する各従業者の役割について
■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に関するルールについて
■ 廃棄物関係法令の概要について
■ 外部機関が行う、産業廃棄物の減量及び適正処理に関する研修を受講
□ その他　（ ）

＞

　　②　産業廃棄物管理責任者を対象とした研修の内容
■ 廃棄物関係法令について
■ 各事業場の特性に応じた分別の方法について
■ 事業場の従業者の教育について

（日本工業規格Ａ列４番）

■ 優れた取組を行っている他事業場の排出現場の視察や取組事例の紹介
■ 処理委託先の施設の視察を行い、その処理に見合った分別を再確認
■ 外部機関が行う、産業廃棄物の減量及び適正処理に関する研修を受講
□ その他　（ ）

＜産業廃棄物管理責任者の研修受講頻度： ＞

　　③　教育訓練用テキストの作成状況
■ 社外で作成されたテキストを活用している。
■ 全従業者を対象とした教育訓練用のテキストを作成している。
■ 産業廃棄物管理責任者を対象とした教育訓練用のテキストを作成している。
□ その他　（ ）

　　④　教育訓練の効果促進に向けた取組
■
■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に係る取組事例の発表会を開催している。
■

□ その他　（ ）

　(5)　産業廃棄物処理に係る監査の実施状況
　　①　産業廃棄物処理に関する内部監査の監査項目

■ 処理委託契約書の内容に関する事項
■ マニフェスト等の運用に関する事項
■ 産業廃棄物の分別状況
■ 産業廃棄物の保管状況
□ 産業廃棄物の減量や適正な処理に関する計画等の達成状況
□ 自ら処理を行う場合の処理状況
□ その他　（ ）

＜内部監査の実施頻度： ＞

　（頻度： ）

４　関連事業者に対する産業廃棄物の減量及び適正な処理の普及、支援等の取組
　　①　子会社を含めた取組

□ 子会社を有していない。
■ 産業廃棄物の適正な処理に関する情報を共有している。
■ 　（頻度： ）
□ その他　（ ）

　　②　下請事業者を含めた取組
□ 工事に下請事業者が入ることは無い。
■

■

■ 下請事業者のマニフェスト等の運用状況を確認している。
■ 産業廃棄物の適正な処理に関する情報を共有している。
■ 　（頻度： ）
□ その他　（ ）

　　③　建設資材等の納入事業者を含めた取組
□ 納入事業者が入ることは無い。
■
■ 　（頻度： ）
□ その他　（ ）

（日本工業規格Ａ列４番）

産業廃棄物の減量や適正な処理に関する計画やルールを各事業場に伝達している。

大東建託株式会社　063支店　坂本　友広

産業廃棄物の減量や適正な処理に関する計画やルールを事業場に伝達している。

＜従業者の研修受講頻度：年１回程度

産業廃棄物の減量及び適正処理に係る取組に関して提案募集制度を導入している。

年１回程度

　　②　産業廃棄物処理に関する外部監査の頻度

子会社も含めた研修や勉強会を実施している。 年１回程度

下請事業者も含めた研修や勉強会を実施している。 年１回程度

納入時の荷姿や梱包を簡素化している。
納入事業者も含めた研修や勉強会を実施している。 年１回程度

事業場から排出される産業廃棄物の委託処理に関するマニフェスト等の運用状況を把握している。

産業廃棄物の減量及び適正処理に係る優れた取組に対して、社内表彰制度を導入している。

当該工事の下請事業者に産業廃棄物処理を委託する場合、工事契約とは別に処理委託契約を締結している。

当該工事の下請事業者に産業廃棄物処理を委託する場合、産業廃棄物の処理費用は工事費とは別に設定している。



５　産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る情報の発信に係る取組
□ 産業廃棄物の減量及び適正処理に係る経営上の方針

＜公表方法＞
□ 現場での掲示 ■ ホームページへの掲載 □ 環境報告書への掲載
□ その他　（ ）

□ 産業廃棄物の排出状況・処理状況
＜公表方法＞

□ 現場での掲示 ■ ホームページへの掲載 □ 環境報告書への掲載
□ その他　（ ）

□ 資源化の実績
＜公表方法＞

□ 現場での掲示 □ ホームページへの掲載 □ 環境報告書への掲載
□ その他　（ ）

□ 再生資源の利用状況の実績
＜公表方法＞

□ 現場での掲示 □ ホームページへの掲載 □ 環境報告書への掲載
□ その他　（ ）

□ 自ら処理を行う場合の、処理施設から生じる環境汚染物質等の測定値
＜公表方法＞

□ 現場での掲示 □ ホームページへの掲載 □ 環境報告書への掲載
□ その他　（ ）

□ その他　（ ）
＜公表方法＞

□ 現場での掲示 □ ホームページへの掲載 □ 環境報告書への掲載
□ その他　（ ）

□ その他　（ ）
＜公表方法＞

□ 現場での掲示 □ ホームページへの掲載 □ 環境報告書への掲載
□ その他　（ ）

□ その他　（
＜公表方法＞

□ 現場での掲示 □ ホームページへの掲載 □ 環境報告書への掲載
□ その他　（ ）

６　処理を委託した産業廃棄物の適正な処理を確保するための取組
　(1)　産業廃棄物の処理の委託先を選定するときに確認している事項
　　①　収集運搬業者を選定するときに確認している事項

■ 自社との過去の契約実績を確認している。
■ 複数の収集運搬業者の料金を比較している。
■ 許可証の内容を確認している。

＜確認内容＞
■ 許可の期限 ■ 許可品目 ■ 積込み場所と運搬先の許可の有無
■ 積替え保管の有無
□ その他　（ ）

■ 委託する産業廃棄物の品目の収集運搬実績を確認している。
□ 処理業者団体に照会している。
■ 収集運搬業者選定のためのチェックリストを作成して活用している。

（日本工業規格Ａ列４番）

■ 積替え保管を伴う場合には、積替え保管施設を現地確認している。
＜確認内容＞

■ 実際に保管されている産業廃棄物の種類
■ 保管量
■ 飛散や流出の防止対策
■ 廃棄物処理法で記載と備付けが義務付けられている帳簿の内容
□ その他　（ ）

□ 従業者の教育訓練の実施状況を確認している。
□ 車両事故等の緊急時における対応方法を確認している。
□ 財務状況を確認している。
■ 電子マニフェストの導入状況を確認している。
□

□ その他　（ ）

　　②　処分
※５

業者を選定するときに確認している事項
■ 自社との過去の契約実績を確認している。
■ 複数の処分業者の料金を比較している。
■ 許可証の内容を確認している。

＜確認内容＞
■ 許可の期限 ■ 許可品目 ■ 処理方法 ■ 処理能力
□ その他　（ ）

■ 委託する産業廃棄物の品目の処分方法や処分実績を確認している。
□ 処理業者団体に照会している。
■ 処分業者選定のためのチェックリストを作成して活用している。
□ 都内での処分を委託する場合は、都の報告・公表制度の内容を参考にしている。

＜参考にしている内容＞
□ 事業概要 □ 報告期間末の施設の現況 □ 処理の実績
□ その他　（ ）

■ 処分業者の施設を現地確認している。
＜確認内容＞

■ 処理されている産業廃棄物の品目 ■ 処理方法
■ 処理前、処理後の産業廃棄物の保管量 ■ 飛散や流出の防止対策
■ 廃棄物処理法で記載と備付けが義務付けられている帳簿の内容
□ その他　（ ）

■ 従業者の教育訓練の実施状況を確認している。
■

＜確認内容＞
■ 搬入されている産業廃棄物の種類 ■ 最終処分場の残存容量
■ 廃棄物処理法で記載と備付けが義務付けられている帳簿の内容
□ その他　（ ）

■ 危機管理体制を確認している。
■ 環境保全への取組状況を確認している。
□ 財務状況を確認している。
■ 電子マニフェストの導入状況を確認している。
□

□ その他　（ ）

　(2)　産業廃棄物の処理の過程において当該産業廃棄物に関して確認している事項
■ 収集運搬業者に引き渡す際に従業者が立ち会っている。
■ 収集運搬業者に引き渡す際に産業廃棄物の種類を再確認している。
■ 収集運搬業者に引き渡す際に産業廃棄物の数量を再確認している。

■ 収集運搬業者が使用する運搬車両の許可番号表示
※６

の有無を確認している。

（日本工業規格Ａ列４番）

ＧＰＳやＩＣタグ等のＩＴを活用した産業廃棄物の追跡システムの導入状況を確認している。

中間処理を委託する場合、中間処理後の残さの処分先（最終処分場等）を現地で確認している。

ＧＰＳやＩＣタグ等のＩＴを活用した産業廃棄物の追跡システムの導入状況を確認している。



□ ＧＰＳやＩＣタグ等のＩＴを活用して処理の履行状況を随時確認している。
■
□ その他　（ ）

　(3)　産業廃棄物処理に係る費用の支払方法
■ 収集運搬業者、処分業者に個別に支払っている。

＜支払時期＞
（収集運搬業者への支払時期）

□ 収集運搬業者に引き渡す時点 ■ 運搬の終了を確認後
□ 処分委託先での処分の終了を確認後 □ 最終処分の終了を確認後
□ その他　（ ）

（処分業者への支払時期）
□ 処分委託先での処分の終了を確認後 ■ 最終処分の終了を確認後
□ その他　（ ）

□ 処分業者に一括して支払っている。
＜支払時期＞

□ 運搬の終了を確認後 □ 委託処分先での処分の終了を確認後
□ 最終処分の終了を確認後
□ その他　（ ）

□ 収集運搬業者に一括して支払っている。
＜支払時期＞

□ 収集運搬業者に引き渡す時点 □ 運搬の終了を確認後
□ 処分委託先での処分の終了を確認後 □ 最終処分の終了を確認後
□ その他　（ ）

　(4)　委託先が産業廃棄物の適正な処理を行い得る状態が維持されているか確認している事項
■ 許可内容の変更の有無を確認している。

（ 確認頻度 ）
■ 行政処分の状況を確認している。

（ 確認頻度 ）
■ 委託先と意見交換を実施している。

（ 確認頻度 ）
■

（ 確認頻度 ）
■ 委託先の処分業者の施設を定期的に現地確認している。

（ 確認頻度 ）
■

（ 確認頻度 ）
□ その他　（ ）

（ 確認頻度 ）

７　産業廃棄物の処理に伴う環境への負荷を低減するための取組
■ 排出抑制の目標を設定している。
□ 資源化目標を設定している。
□ 建設資材等の発注及び使用を計画的に行っている。
□

□ 自ら設置する処理施設から生じる環境汚染物質等の定期的測定と改善を行っている。
□ ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）手法を導入している。
□ その他　（ ）

（日本工業規格Ａ列４番）

８　産業廃棄物の再生状況

■ 古紙 ⇒　 資源化率( 0% )

■ 石膏ボード ⇒　 資源化率( 100% )

■ 木くず ⇒　 資源化率( 88% )

■ 廃プラ ⇒　 資源化率( 100% )

■ コンクリがら ⇒　 資源化率( 0% )

９　再生資源の利用状況
□ 溶融スラグ（直接利用） ■ コンクリート二次製品（溶融スラグを用いた物）
■ 再生過熱アスファルト混合物（溶融スラグを用いた物） □ エコセメント
□ □ 土工用水砕スラグ ■ 再生骨材
□ □ 高炉スラグ骨材 □
□ 銅スラグ材 □ □
□ 高炉セメント □ ■
■ 再生木質ボード
□ その他　（ ）

　　　　（ ）
　　　　（ ）

１０　その他の取組

※１

※２ 　収集運搬、中間処理、最終処分を指す。
※３

※４

※５ 　中間処理、最終処分を指す。
※６ 　廃棄物処理法施行令第６条第１項第１号イ及び同第６条の５第１項第１号に規定する表示を指す。

（日本工業規格Ａ列４番）

すべてのマニフェスト等と契約書の内容を突合して、委託の履行状況を再確認している。

【資源化率（%）＝資源化量／発生量×１００】
資源化内容（

資源化内容（

資源化内容（

資源化内容（

資源化内容（

建設泥土から再生処理した処理土
再生過熱アスファルト混合物 フェロニッケルスラグ材

鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 鉄鋼スラグ混入路盤材
フライアッシュセメント パーティクルボード

委託先が都の報告・公表制度の対象となる事業者である場合には、公表内容を確認している。

中間処理を委託している場合は、中間処理後の残さの処分先施設を定期的に現地確認している。

再使用、マテリアルリサイクル、サーマルリサイクルの優先順位に配慮した処理方法を選択している。

１　事業場における産業廃棄物処理の概要による）

１　事業場における産業廃棄物処理の概要による）

１　事業場における産業廃棄物処理の概要による）

１　事業場における産業廃棄物処理の概要による）

１　事業場における産業廃棄物処理の概要による）

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第２条第４項に規定する産業廃棄物及び同第２条第５項に規定する特別管理産業廃棄物を指す。

　廃棄物処理法第12条の５に規定する、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬及び処分が終了した旨を情報処理センターに報告する仕組みを指す。

　廃棄物処理法第12条の３第１項に規定する産業廃棄物管理票を指す。本様式においては「紙マニフェスト」という。

別紙１，２による



（別紙：１）

１．管理体制（廃棄物処理に関する管理組織等）
大東建託株式会社　安全品質管理部　環境指導課
大東建託株式会社 支店 坂本　友広
大東建託株式会社 支店 担当者 78 人
・全社的な廃棄物処理に関する検討
　廃棄物の発生抑制、減量化、循環利用(再使用・再生利用)、適正処理
　の推進、計画的な廃棄物の管理運営を行う上で必要な事項を検討する。
・全社的な廃棄物処理方針の策定 
・廃棄物処理に関する各種事項の決定
・廃棄物処理計画の作成
・支店における廃棄物処理に関する検討
　廃棄物の発生抑制、減量化、循環利用(再使用・再生利用)、適正処理
　の推進、計画的な廃棄物の管理運営を行う上で必要な事項を検討する。
・支店における廃棄物処理方針の策定 
・廃棄物処理に関する各種事項の決定
・廃棄物処理計画の作成
・産業廃棄物管理票の交付、管理
・監督官庁への各種報告
・産廃協力業者に対する教育、指導
・委託契約の締結、契約書の管理
・その他関係する事項

２．管理方針
　１）廃棄物処理
　　(１)法令の遵守等
　　　●産業廃棄物の適正処理を確保するため、関連する法令、その他の規則を遵守するととも
　　　　に、行政の環境施策に協力する。
　　(２)排出事業者の処理責任
　　　●産業廃棄物の処理責任が自らにあることを十分に認識するとともに、廃棄物処理法や循
　　　　環型社会形成推進基本法、建設リサイクル法等の関係法令に関する趣旨を作業員に対し
　　　　ても周知することにより、産業廃棄物に関する主体的取り組みを促進する。
　　　●産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合であっても、収集運搬から最終処分に至る
　　　　までマニフェストにより確認し、適正に管理する。（Ｈ18年10月より電子マニフェスト
　　　　にて運用）
　　　●下請業者の廃棄物の排出は元請業者が排出事業者となることから、排出事業者として処
　　　　理責任を果たす。
　　(３)目標の設定
　　　●発生量の抑制、減量化、循環利用の推進、最終処分量の削減について、数値目標及びそ
　　　　の達成期間を定め実施する。
　　　●これら処理に関する目標及び計画は、定期的に必要な見直しを行う。

（日本工業規格Ａ列４番）
（別紙：２）

　　(４)廃棄物処理の取り組み
　　　●廃棄物の処理について次に掲げる事項を実施し、また協力会社にも必要な指導を行う。
　　　①：発生抑制（※１）
　　　　・設計及び施工段階において廃棄物の発生抑制を考慮した工法、資材等を採用する。
　　　②：循環利用（※２）（再使用（※３）、再生利用（※４）、熱回収（※５））
　　　　・現場内で資材を繰り返し利用する。
　　　　・廃棄物の分別を徹底し、再生利用を推進する。
　　　　・建設リサイクル法及びその基本方釧こ基づき分別解体を実施し、建設資材の再資源化を
　　　　　図ることにより埋立処分量の削減を図る。
　　　③：その他
　　　　・処理内容を確認し、処理業者と適正な委託契約を締結する。

　　（※１）原材料等の効率的な利用等により、産業廃棄物の発生を抑制すること。
　　（※２）発生した産業廃棄物を再使用、再生利用及び熱回収すること。
　　（※３）発生した産業廃棄物のうち有用なものをそのまま使用したり、他の製品や部品として
　　　　　　使用すること。
　　（※４）発生した産業廃棄物を中間処理して再生し、原材料として利用すること。
　　（※５）発生した産業廃棄物をそのまま燃焼し、熱エネルギーとして回収すること。

　　(５)教育・研修等
　　　●発生する廃棄物の種類、発生状況、処理方法、処理に関する留意事項を整理し、作業員等
　　　　に定期的に教育、研修等を行う。
　　(６)情報公開
　　　●廃棄物処理に関する信頼性を確保するため、廃棄物の発生や処理状況について情報の公開
　　　　に努める。

　２）環境全般
　　『環境と調和』を重要な課題の一つとして捉え、環境の継続的な改善を推進する。
　　①環境関連の法令及び会社が定める規定等を遵守し、環境の改善に努める。
　　②当支店の環境に関連する対策として、次のことを推進する。
　　　●環境汚染防止と資源の有効利用を目指し、産業廃棄物の削減と再生利用を推進する。
　　　●建築にあたっては、主要資材や建築物が廃棄物になった場合の環境への影響に配慮する。
　　③環境、安全に関する啓発活動を積極的に行ない、各従業員の環境意識の高揚を図るとともに
　　　情報公開などにより地域住民の理解を深めるように努める。

（日本工業規格Ａ列４番）

本社
支店（責任者） 063
支店（担当者） 063
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支店（責任者）
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